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1 原爆被爆対策部の機構及び事務分掌

原爆被爆対策部

部長前田孝志

調査課

次長兼課長
阿波村功一

課長補佐
田中祐介

1 部の杭括に関すること。

2 原子爆弾被煤者対策の企画に関する二と。

3 原爆犠牲者慰霊平和祈念式典等に関すること。

4 原子爆弾被爆者の調査に関すること。

5 原子爆弾死没者台帳に関すること。

6 原爆殉難者無緑遺骨に関すること。

7 在外被爆妻支援事業に閲すること。

8 広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協縦会(八者
協)に関すること。

長崎原子爆弾粧爆者援謹強化対策協議会(原援
徳)に関すること。

長崎市原子爆弾被爆者健康管理センターに関する10
こと。

長崎・ヒバクシャ医療国際協力会(ナシム)に関Ⅱ
すること。

12 唖子爆弾被爆者に係る諸団体に関すること。

部の所管(原爆資料館を除く。)1こ係る予算の経理
に関すること。

部内事務の連絡調整に関すること。

総務係

係長永田淑枝

9

医療認定係

係長數学文

拡大地域支援

係長松本博良

被爆体験者精神医療受給者証に関すること。

被爆体験者の医療費に関すること。

被煤体験者精神医療受給者証交付台帳に閏ずるこ
と。

第二種健康診断受診者証に閏すること。

第二種健康診断受診者の健康診断に関すること。

原子爆弾放射線影響研究会に関すること。

被爆休験者精神医療受給者証審査会に関するこ
と。

筑二種健康診断特例区域に関する事業検討審議会
に関すること。

援護課

課長

、

援穫係

光武恒人

係長安田和伸

被爆者健康手帳及ぴ第一種健康診断受診者証に関
する二と。

医療機関及び医療費等に関すること。

被爆者台帳及ぴ第一種健康診断受診者証交付台帳
の管理に関すること。

漂爆被爆者等の健康診断に関すること。

原爆諸手当及び葬祭料に関すること。

原子爆弾被爆者健康管理手当等支給認定審査会に
関すること。

介護保険等利用被爆者助成に関すること。

原爆症認定申請の進達に関すること。

法外援護に閏すること。

原爆被爆者の保健相談等に関すること。

特別事業に関すること。

原爆養護ホームの入所及びショートステイの利用
に関すること。

原子爆弾被爆者養護ホーム入所判定審査会に関す
ること。
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L・・・原爆資料館.、..・.・、・・・・.・1・・・・・・・平手0推遂課

舘長篠崎桂子 課憂

(長崎平和推進協会派遣)

原爆資料館付
石永浩

中
'

.

.

↓一ーーーー.

松尾美昏
係長

係長

豊美弥子

貞包教雄

芋和アピールの推進に関すること。

平和の文化の醸成に関する二と。

平和に関する諸問題の調査研究に闘すること。

国内外からの要人の接遇に関すること(平和推進課
の所管に係るものに限る。)。

長崎原爆資料館運営審議会に関すること。

平和宣言文起草委員会に関ずること。

原爆資料館の所管に係る予算の経理に関するこ
と。

平和会館及び永井隆記念館に閏すること。

原爆資料館内事務の連絡調整に関すること。

(公財)長崎平和推進協会との連絡調聾に関する
二と。

ヒロシマ・ナガサキ平和アピール推進委員会に関
すること。

平和首長会議に関すること。

日本非核宣言自治体協議会に関すること。

核兵器虜絶長崎連絡協識会に関すること。

被爆継承・

課長
伊福伸弘

係長末安公貴

原子爆弾による被災に関する資料の調査・収集、
保存及び公開に関すること。

2 被爆建造物等保存整備事業に関すること。

3 長崎市原子爆弾被災資料審議会に閏すること。

4 長崎頂爆遺跡調査検討委員会に関する二と。

5 長崎原爆遺跡旧城山国民学校校舎に関すること。

6 県外原爆・芋和展に関する二と。

7 青少年ピースボランティア育成に関する二と。

8 青少年ピースフォーラムに関すること。

9 青少年平和交流事業に関すること。

r語り継ぐ被爆体験(家族・交流証言)」推進事
業に関すること。

11 世界平和祈念行事実行委員会に関すること。

12 平和の灯実行委員会に関すること。

13 収蔵資料インターネット公開に関すること。

「長崎ウスノキプロジェクト」推進事業に関ずる
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2 補職者及び職員数

原爆被爆対策部

原爆被爆対策部

部・課等

査

13人

(補職者'4人)

職員数

(補職者

部長

厚生労働省

46人

15人

次長兼課長

援

補職等名

課長補佐

(令和4年6月1日現在)

12人

(補職者 3人)

係長

主任

主事

※補職者数は係長級以上の数

遣

職員

原爆資料館

(主事級)

課長

係長

平和推進

8人

(補職者 3人)

人数

1人

主任

主事

職員

1人

1人

課

再任用職員

外務省派遣

館長

被爆継承

8人

(補職者 2人)

課長

係長

3人

1人

専門官

主事

1人

職員

平和推進協会派遣

1人

(補職者 1人)

1人

3人

課長

係長

専門官

4人

1人

1人

主事

1人

2人

職員

次長

1人

2人

2人

(課長級)

1人

3

3人

2人

課調

派

課護

課
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3 事業の概要

m 被爆者等の動向について

ア被爆者数の推移

年度
被爆者健康手帳

所持者数

H29

H30

R元

29,064

R2

27,405

R3

25,726

新規

24,054

22,402

イ

4

被爆者の状況

男性

フ,923人
(35,4%)

転入

1苗

7

15

96

切替等

10

能

9

70

3

52

計a

平均

0

訂

(各年度3月31日現在、単位:人)

103

0

死亡

0

95

1,723

0

部

減

1,591

82,76

62

転出

1,640

騎

計

22,402人

1,623

129

1,612

計b

163

1,舗2

124

増減

(a ・ b)

1,754

1 1 1

1,764

84.30

96

△ 1,749

1,734

△ 1,659

1,708

△ 1,679

女性

14,479人
(64.6%)

15

△ 1,672

6,000

(人)

(令和4年3月31日現在)

△ 1,鉐2

114

957

1,627

100~

2,559

95~99

2,651

4,000

85.14

1 169

^

90~94

2,000

85~89

^

1,06

80~84

0 (年齢)

性別・年齢階層別被爆者数

75~79

2,670

0

3,278

2,000

4

3,950

3β44

4,000 6,000

(人)



ウ第一種健康診断受診者証交付者数の推移

年度

H29

H30

R元

R2

4

詫3

4

5

新規

※「異動」欄は、第一種健康診断受診者証から被爆者健康手帳に切り替えた件数

4

増

3

工

0

転入

第二種健康診断受診者証交付者数の推移

0

年度

0

H29

0

0

H30

0

死亡

R元

0

0

(各年度3月31日現在、単位:人)

R2

0

5,725

R3

0

-0

5,483

転出

キー

0

5,244

0

0

4,981

新規

※「その他」欄は、被爆者健康手帳取得等による返還の件数

異動※

0

0

4,699

0

増

オ被爆体験者精神医療受給者証交付者数の推移

0

転入

'

3

2

0

年度

3

0

増減

(a ・ b)

6

0

0

3

0

8

H29

3

0

0

7

H30

0

7

死亡

7

R元

10

△2

(各年度3月31日現在、単位:人)

R2

10

4,919

228

R3

転出

4,713

232

0

7

減

4,514

238

4

△1

14

4,307

259

その他※

新規

△1

※「その他」欄は、更新(継続)辞退等による返還の件数

20

271

4,057

増

14

8

転入

0

11

計b

9

15

0

巧

242

増減

(a ・ b)

2

3

15

計a

2駿

3

2

9

249

3

0

16

270

△ 235

死亡

6

M

286

△ 242

(各年度3月31日現在、単位:人)

18

200

△ 239

21

転出

197

減

△ 263

10

204

△ 282

稔

216

その他※

14

242

6

19

計b

7

9

11

231

増減

(a ・ b)

7

220

5

217

228

△ 215

260

△ 206

5

△ 199

△ 207

△ 250
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冨
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②原爆症認定申請状況について

ア原爆症の認定(厚生労働大臣の認定)

認定要件①病気やけがが原子爆弾の傷害作用によるものであること

(または治賦三力が拠す能の影響を受けていること)

②現に治療を要する状態にあること

認定された場合①認定疾病の治療費は全額国費負担

②医療特別手当網額141,900円)の支給

(各年度末現在、,単位:件)イ長崎市の原爆症認定申請状況

年度

H29

H30

申請

R元

R2

2刀

※認定率は、申請件数から審査中の1牛数を除いたものに対する認定イ牛数の割合

ウ改正された「新しい審査の方針」(平成25年12月16日改正)

R3

256

199

197

却下

149

184

#

174

147

80

取下等

101

1 '

72

①悪性腫癌(固形がんなど)
②白血病
③副甲状腺機能亢進症

106

51

審査中

給

新Lい審査の方針による原爆症認定の仕組み

35

ア被爆地点力爆D地より
約3.駅111以内である者

イ原爆投下より約1卯時間
以内に爆ひ地力喝約段m
以内に入市した者

ウ原爆投下より約100時間
縄過後力略約2週間以内
の期脚ミ爆D地力喝約
2訂「1以内の地劇二1週間

程度以上淋在した者
楽ア、イ、ウD堤創*鳳1的^

与、

三忍定率

71.1%

①心筋梗塞
②甲状腺機能低下症
③慢性肝炎・肝硬変

^

71.9%

認定キ皮爆者

""、

32

73.9%

釘.8%

1,357 人

ア被爆地点力卿0地
よ、激2. ok11以内
である者

イ原爆投下より翌日
までこ爆D地力喝
約1.α【1n以内に
入市した者

74.6%

1,308 人

与、

'

1,256 人

靈

放射線白内障
(加齢性白内障を除く)

1,259 人

」

1畔 暢朧黙,、r

1,115人

''"、

被爆地点力暢D地
より約1. a【m以内で
ある者

斌ゞ

皐、

「別こ医療を要する伏態.11=該当するかどぅかを当該疾病等の状測こ基づき、個別に判断

ド

「積極的に認定する範囲」に
該肖する場合以外の申請の
場合

懸"軸n゛難晦^ 1 ¥1

エ'゜ー゛.、゛→"十.、'1 1、.ι、、十+"*+゛王↓王牢f牢寺1、凡兇〒'

ー・1
起因性を総合的に判断
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③各種手当等につぃて

種 別

療特

特別手当

7

支給の対象となる人

負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用によるものであ

るという厚生労働大臣の認定を受けた人(認定被爆

者)で、現在もその負傷又は疾病の状態にある人

原子爆

小頭症手

上記認定を受けた人で、現在は認定された負傷又は疾
病の状態にない人

月額

原子爆弾の放射能の影響による小頭症の人

次の障害のいずれかを伴う疾病にかかっている人
機能血 障ユ皿

臓 機能肝 障 害

細 殖機 害
内 腺機 ^

脳 0= ^障

循 機能器

腎 機 能 障 ^

水 凹

混濁に よる視機能障害ヨ日

呼 吸器 機 ム三 障 ^

運 動 機 障地 害
、^

傷によ 消化器機能障

康管

22,280円

212,000円

令和4年度
金額

中度

保健手当

17,500円

月額 70,360円以内

560円以内
280円〕

爆心地から 2

キロメートル

以内で直接被

爆した人及び

被爆当時その

人の胎児であ

つた人

月額 141

左に該当する人のうち、次(ア)又は

(イ)1こ該当する人

(ア)省令で定める範囲の身体上の障

害がある人

(イ)配偶者、子及び孫のいずれもいな

い70歳以上の人であって、その

人と同居している人がいない人

月額

, 900円

52,400円

月額 48,840円

介護手当

省令で定める

範囲の精神上

又は身体上の

障害により介

護を要する状

態であって、

かつ、実際に

介護を受けて

いる人

上記(ア)、(イ)のいずれにも該当し
ない人

費用を支出して介護を受けたとき

[費用介護]

(介護保険利用の場合の対象サービ

スは訪問介護・夜問対応型訪問介護、

訪問型サービス(第 1号訪問事業))

月額

葬 祭

34,900円

料

被爆者が死亡したとき、その人の葬祭を主として行っ

た人(死亡原因が交通事故、先天性疾病など原子爆弾

の傷害作用の影響によるものでないことが明らかな
場合を除く)

重度障害で費用を支出しないで家族
等に介護を受けているとき

[家族介護]

月額 34,900円

重度

月額

月額 105,
〔下限額 22.

障
障

能
能

医
手

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
0
 
1

理
当

ー
ー

健
手

別
当

弾
当

胞
分
環

ー
、
ン
血



④原爆・平和関連施設の入館状況について

ア原爆資料館

年度

R元

R2

大人

※斤型コロナウイルスV染拡大防止のため次の期間を"

R3

336,266!

令和2年度(52日闊)令和2年4月10日から令和2年5月31日まで(52日間)
令和3年度(104日間)令和3年4月28日から令和3年6月7日まで(41日間)

令和3年8月10日から令和3年9月12日まで(34日間)
令和4年1月23日から令和4年2月20日まで(29日間)

有料

72,1171

小人

71,314!

245,018!

イ永井隆記念館

101,7001

量十

160,5891

年度

69,314

581,284

R元

無料

173,817

R2

231,903

個人

111β63

※斤型コロナウイルス「染拡大止のため次の問

R3

合計

令和2年度(52日間)令和2年4月10日から令和2年5月31日まで(52日間)
令和3年度(104日間)令和3年4月28日から令和3年6月7日まで(41日間)

令和3年8月10日から令和3年9月12日まで(34日間)
令和4年1月23日から令和4年2月20日まで(29臼間)

6β96!

62,493

'

(単位:人)

有料

,休

団体

3,123!

78,263

692β47

修学旅行生
(再掲)

,

2,3461

236,310

2,685!

ウ被爆建造物等

310,166

207,003

・十

年度

92β06

851

9,581

R元

149,697

長崎県防空本部
跡(立山防空壕)

無料

3,175

R2

1 1 1,245

2,431

※斤型コロナウィルス,L、染拡大止のため次の'問を。休館(住ロトンネルエ場跡
令和2年度(52日間)令和2年4月10日から令和2年5月31日まで(52日間)
令和3年度(104日問)令和3年4月28日から令和3年6月7日まで(41日間)

令和3年8月10日から令和3年9月12日まで(34日間)
令和4年1月23日から令和4年2月20日まで(29日間)

R3

11,539

合計

三菱兵器住吉
トンネルエ場跡

59,135

目

(単位:人)

6.974

69,665

館

120β26

高校生以下
(再掲)

9,37フ

長崎原爆遺跡
旧城山国民学校校舎

2,392

62,310

2.895

72,096

96β05

2,236

51,976

28,080

山里小学校
原爆資料室

62,487

15,391

17,884

50,847

、

29,540

(単位:人)

39β17

合計

8

92β58

54β00

ハく)

25


